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談   話 

 

 

                      2010年 12月 3日 

                      民主党障がい者政策 PT 

座長 谷 博之 

 

 

 

本日の参議院本会議で、先の通常国会よりの懸案であっ

た「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて

障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の

地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律

案」が可決成立いたしました。 

 

これまで取り組みの遅れてきた障害保健福祉制度・施策

の短期・集中的な改革・拡充には、それをけん引する政府の

強い意志とともに、今日のいわゆる「ねじれ国会」の状況で

は、野党の皆さんのご理解が不可欠であることは言を待ちま

せん。 

民主党は、障害者保健福祉施策分野における今後の課

題克服に向け、さらに与野党を超えた理解・協力の輪を拡げ

強めることができるよう全力を尽くして参ります。 
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民主党は、衆参委員会での大臣答弁や決議で明らかにさ

れた通り、今後とも本年 6月 29日の閣議決定に基づき障害

者基本法改正や新たな障害保健福祉制度の確立に向けま

い進する政府を、与党として力の限り支えるとともに、民主党

障がい者政策 PTは、政府及び障がい者制度改革推進本

部・推進会議と国会との橋渡し役としての役割を、引き続き、

誠実に果たして参る所存です。 

 

また民主党障がい者政策 PTはヒアリングで障がい当事

者・関係者団体の皆さんから寄せられた各種の要望につき

ましても、関係省庁により順次の対応を進めさせているとこ

ろでありますが、さらに今後とも政府との連携を強め、ご要望

の実現に努めて参ります。 

 

さらに来年度予算編成はまさに最終局面を迎えようとして

おります。厚生労働省が「元気な日本を復活特別枠」要望事

業に位置付けている「障害者の地域移行・地域生活支援の

ための緊急体制整備事業（要望額 125億 63百万円）」をはじ

め、必要不可欠な障害保健福祉関連予算の満額確保に向

け、全力を挙げて参ります。 

 

以上 
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参考１ 

176-衆-厚生労働委員会-5 号 平成 22 年 11 月 17 日（抄） 

――――◇――――― 

（前略） 

○石森委員 

 民主党のマニフェストにおきまして、「「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷

間」がなく、サービスの利用者負担を応能負担とする障がい者総合福祉法を制定す

る。」としたところであります。このような方針を踏まえて、現在、政府において、

当事者の皆さんを中心とした障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会で検討が進

められていると聞いております。 

 今後議題となる改正案は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障

害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関

係法律の整備に関する法律という名称となっており、まさに現在検討を進められてい

る推進会議等の議論を踏まえて制定する障害者総合福祉法までの、いわばつなぎの役

目、役割を果たす法律と認識しております。 

 この法律案が成立したとしても、障害者総合福祉法の制定を目指すという方針は変

わりがないということを、ぜひ大臣に改めて確認をいたしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

○細川国務大臣 政府といたしましては、本年六月に閣議決定をいたしました「障害

者制度改革の推進のための基本的な方向について」、ここにおきまして次のように書

いております。「応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法を廃止し、制度の谷

間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とす

る「障害者総合福祉法」の制定に向け、第一次意見に沿って必要な検討を行い、平成

二十四年常会への法案提出、二十五年八月までの施行を目指す。」、こういうこととい

たしているところでございます。 

 したがいまして、政府といたしましては、この閣議に沿って、障害者総合福祉法の

平成二十五年八月までの施行を目指して、積極的に推進を進めてまいりたい、このよ

うに考えているところでございます。 

 

○石森委員 どうもありがとうございました。 

 

（中略） 
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    ――――――――――――― 

○牧委員長 この際、中根康浩君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・

無所属の会及び公明党の三派共同提案による障害保健福祉の推進に関する件につい

て決議すべしとの動議が提出されております。 

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。中根康浩君。 

○中根委員 民主党の中根康浩です。 

 私は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表いたしま

して、本動議について御説明申し上げます。 

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 

 

    障害保健福祉の推進に関する件（案） 

  政府は、今後の障害保健福祉施策の実施に当たり、次の事項について適切な措置

を講ずるべきである。 

 一 平成二十五年八月までの実施を目指して、障がい者制度改革推進本部等におけ

る検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すなど検討すること。 

 二 指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成する際に、障害者等の

希望等を踏まえて作成するよう努めるようにすること。 

  右決議する。 

 

以上です。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○牧委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 

 採決いたします。 

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○牧委員長 起立多数。よって、そのように決しました。 

 この際、細川厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

細川厚生労働大臣。 

○細川国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分尊重して努力し

てまいる所存でございます。 

（以下略） 
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参考２ 
民主党障がい者政策 PT ヒアリング要望対応表 

２０１０．１２段階 
要望 対応状況 

○ 障害者自立支援法を廃
止し、障害者総合福祉法制
定を目指す方針が変わりないこ
との厚生労働大臣からの明言 

→ ５/２８（衆・厚労委）、６/１
（参・厚労委）、11/17（衆・厚
労委）で厚生労働大臣答弁。 

○ 障害程度区分（国庫負担
基準）を支給決定量の上限と
してはならないことについて、自
治体への周知・技術的助言の
徹底。 

→ 厚労省：障害者保健福祉
関係主管課長会議等で周
知・助言（直近は２２年３月４
日の課長会議で周知・助言）。 

○ 地域生活支援事業の地
域格差解消のための予算確
保。 
 

→ 厚労省：２３年度予算概
算要求で、地域生活支援事
業費補助金について、特別枠
を含め４６０億円を要求（対前
年度２０億円増）。 

○ 新体系への円滑な移行に
向けた措置の検討。 
 

→ 厚労省：２３年度予算概
算要求で、新体系への移行の
ための整備を含む地域で暮ら
す場の整備促進事業として８９
億円を要求。 
→ 厚労省：２２年度補正予
算案で、障害福祉サービスの
新体系移行の支援等のため障
害者自立支援対策臨時特例
基金を積み増すための経費とし
て３９億円を計上。 

○ 精神障害者に対する医療
と福祉の連携による支援、多

→ 厚労省：２３年度予算概
算要求で、特別枠で精神障害



8 

 

職種連携による支援。 
 

者アウトリーチ（訪問支援）推
進事業として１６億円を要求。 

○ 発達障害者の障害特性
の把握や効果的な支援のため
の研究推進。 
 

→ 厚労省：２３年度予算概
算要求で、発達障害者の支援
手法の開発や普及啓発の着
実な実施に係る経費として４億
円を要求。 

○ 障害福祉予算の確保。 
 

→ 厚労省：２３年度予算概
算要求で、障害保健福祉関
係予算について、全体で対前
年度約８％増の約１兆２千２
百億円を要求。 

○ 新法制定のための実態調
査の実施。 
 

→ 厚労省：２３年度予算概
算要求で、全国在宅障害児・
者実態調査（仮称）の実施の
ための経費として４．２億円を
要求。 

○ 「共同受注窓口組織」を
全国並びに各都道府県に設
置し、運営費を担保すること。 
 

→ 厚労省：２３年度予算概
算要求で、「工賃倍増５か年
計画」の着実な推進に係る経
費として６億円（共同受注窓
口組織を整備事業含む）を要
求。 

○ 公職選挙の政見放送にお
ける手話･字幕放送の実現 

→総務省：来年 4月以降知事
選で手話を実現する方向で最
終調整中、字幕についても年
度末までに一定の結論を得る
べく当事者参画で検討中。 

○ 入院時の介助制度の利
用 

→ 厚労省：佐賀県からの特
区申請を受け、全国対応する
方向で検討中。 



9 

 

参考３ 
 

指定特定相談事業者によるサービス等利用計画案について 

 

Q.事業者作成のサービス等利用計画案を強制されるのでは？ 

→ サービス利用者が、指定特定相談支援事業者が作成する

サービス等利用計画案を利用するか否かは利用者の任意の選

択に任せられる。この点についてさらに必要であれば、厚生労働

省に担当課長会議等においての徹底、施行通知等を通じての

徹底等の措置を講じるよう、民主党から指示する。 

 

Q.市町村は指定権限を行使し事業者選択するのではないか？ 

→ 市町村による指定特定相談支援事業者の指定は、あくまで

形式的要件によるものであり、その指定を恣意的に左右すること

はできず懸念には及ばない。 

以上 


